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く論文〉

十年経験者研修のこれまでと今後の展望に関する研究
ニッ谷二書・

A study of the tends of the tenth year teachers' training program and the future
ofthe program

Miteryoshi Mit$rya
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1  本研究の課題の設定

現在、教員の年齢構成を見ると、60才以上のベテラ

ン教員の占める割合が高く、教員の大量退職が進んで

いる。静岡県でも、今後 10年間で教員の約4割が交

代することになる

このような中、50代のベテラン教員に依存してき

た学校は、円滑な運営が困難になる可能性があり、今

後、学校運営の中様を担う中堅教員の育成を計画的に

進める必要がある。

教員研修について見ると、中堅教員の時期を見据え

法定研修として悉皆研修の形態で、10年経験者研修

が実施されている。一方、教員は、35、 45、 55才 と

なる年度あるいはその前年度に免許状更新講習を受け、

修了しなければならず、10年経験者研修と35才の時

点の免許状更新講習の受講年度が重なるケースが見ら

れ、課題となつていた。

そのような中、文部科学省の「教員免許更新制度の

改善に係る検討会議Jは、平成26年 3月 、「教員免

許更新制度の改善について (報告)Jをまとめ、改善

方策を示した。具体的には、十年経験者研修と免許状

更新講習が同時期に重なる現職教員については、「任

命権者が、十年経験者研修の実施時期を免許状更新講

習の受講時期と重ならないよう、計画することが適当

である。Jとするとともに、「今後の十年経験者研修

の在り方については、制度的に一律にその実施時期を

設定するのではなく、各任命権者が、各現職教員の教

職生活全体を通じた体系的な学びの環境を柔軟かつ適

切に集けるよう、各任命権者の判断で、教職経験に応

じた体系的な研修を行う方向で、教育公務員特例法の

規定の見直しを検討する必要がある。」とした。

平成 27年 12月 には、上記報告を踏まえ、中央教育

審議会から「これからの学校教育を担う教員の資質能

力の向上について～学び合い、高め合う教員育成ョ

ミュニティの構築に向けて～ (答申)Jが出された。

その中で、十年経験者研修については、「10年が経

過した時点で受講すべきであるといつた意識を改め、

学校内でミドルリーダーとなるべき人材を育成すべき

研修であるという澤繊に転換し、それぞれの地域の実

情に応じ、必要な時期に必要な教員に受講させる研修
へと位置付けを改めるべきである。Jと している。

なお、教員研修は、校内研修と校外研修に大別され

るが、本研究では十年経験者研修の校外研修を主な考

察の対象とする。

教育センターが行つている校外研修の形態として

は、経験年数や年次を指定し該当者全員を対象とする

悉皆研修の他、推薦研修や希望研修がある。中堅教員

を対象とする研修にもこれらの3種類の形態があるが、

冒頭に述べた状況の中で、いずれの中堅教員も、今後

ますます学校運営に関わる資質能力を身につけること

が必要と考えられるので、本研究では中堅教員を対象

とする悉皆研修として、十年経験者研修に注目する。

本研究は、十年経験者研修の趣旨をおさえた上で、

文部科学省の「10年経験者研修実施状況調査Jによ

り、これまでの推移を確認するとともに、今後の在り

方を考察する参考として、十年経験者研修の後の研修
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の実施状況を、文部科学省の「教職経験者研修実施状

況調査結果Jや独立行政法人教員研修センターの「都

道府県センター情報」等を基に調査する。

また、教育委員会 (教育センターを含む)と 大学と

の連携について、経緯、先行研究及び研修関連の取r■

状況を調査する。さらに、十年経験者研修の運営に関

する研究者の先行研究と都道府県教育センターの先行

研究 。実践事例について考察する。

これらを踏まえ、今後の十年経験者研修の今後の方

向性を展望する。

2  研究の目的と構甍

2‐ 1.研究の日的

本研究は、中堅教員を対象とする悉皆研修である十

年経験者研修について、その推移を公開されている調

査を基に整理するとともに、教育センターの十年経験

者研修の運営について、先行研究と先行実践を踏まえ

て考察し、今後の同研修の望ましい在り方にっいて教

育委員会に提言することを目的とする。また、その際、

教育委員会 (教育センターを含む)と大学の連携に留

意し、その変遷と課題を明ら力ヽ こし、上述の中央教育

審議会教審が掲げる「教員育成協議会 (仮詢 1に相

当する組織の静岡県における開設の在り方を提言する

ことも目的とする。

2‐ 2 研究の概要

2‐ 2‐ 1  +年経験者研修をはじめとする中堅牧

員を対彙とする悉皆研修

まず十年経験者研修の実施状況について調査する。

次に、より広い視野から中堅教員対象の研修の実施状

況を把握するために、十年経験者研修の後の研修を調

査する。その際、教員研修全般に関する文部科学省の

「教職経験者研修実施状況調査結果Jを手がかりとす

る。加えて、十年経験者研修の後の悉皆研修に絞つて、

「平成 26年度版都道府県等センター情報」 (独立行

政法人教員研修センター)を基に調査する。さらに、

静岡県内の市町で実施されている中堅教員を対像とす

る悉皆研修について把握する。その際、平成 26年度

に静岡大学教育学研究科附属教員養成・研修高度化推

進センターが行つた「教育委員会と大学における教員

姜成 。研修に関する調査」の結果を参照し、考察する。

2‐ 2三 2  教育委員会 (教育センターを含む)と

大学との連携

これまでの経緯、先行研究及び研修関連の取組状況

を調査し、考察する。

2‐ 2‐ 3  +年経験者研修の運営に目する先行研

究及び先行実践と今後の晨望

十年経験者研修の運営に関する先行研究と先行実践

について考察するとともに、同研修の今後の方向性を

展望する。

3. 研究の内書

3‐ 1 +年経験者研修をはじめとする中壺薇員を対
‐

彙とする番皆研修

3‐ 1・ 1. 十年経験者研俸の実施状況

十年経験者研修は、平成 14年に法制化され、平成

15年度から実施されている。千 布々敏也 (2010年 )

は、平成 9・ H年の教菱審答申を踏まえ、十年経験者

研修を提言した審議会答申や関係の法律及び文科省通

知について、次のようにまとめている。

十年経験者研修を提言した平成 14年の中教審答申

は、「教員は、一般に、様々な経験を通じることに

よつて、教蒋指導や生徒指導等に関し、基礎的 。基本

的資質能力を確保し、一定の自信を持つて臨むことが

できる力量を備えるとともに、各人の得意分野づくり

や個性の伸長を図り始めていくのであり]r中堅段階

に進んでいく期間の中でも、特に重要な時期である教

職経験 10年を経過した教員に対し、勤務成績の評定

結果や研修実績等に基づく教員のニーズ等に応じた研

修を各任命権者が行うJこ とを提言した。

この提言を踏まえて、教育公務員特例法は、「公立

の小学校等の教静の任命権者は、当談教籠等に対して、

その在職期間 (公立学校以外の小学校等の教論等とし

ての在職期間を含む。)が十年 (特11の事情がある場

合には、十年を標準として任命権者が定める働 に

達した後相当の期間内に、個々の能力、速性等に応じ

て、教論諄としての資質の向上を図るために必要な事

項に関する研修 (以下 r十年経験者研修Jという。)

を実施しなければならない。」「任命権者は、十年経

験者研修を実蔵するに当たり、十年経験者研修を受け

る者の能力、適性等について評価を行い、その結果に

基づき、当該者ごとに十年経験者研修に関する計画書
を作成しなければならない,と規定している

十年経験者研修の実施に伴い、平成 14年に文部科

学省が発出した通知では、「夏季・冬季の長期休業期

間に 20日 間程度、教育センター等において研修を実

施することJ「課業期間に、20日 間程度、長期体業

期間中の研修において習得した知識や経験を基に、主

として校内において研修を実施すること」とし、校外

研修や校内研修の日数について「
"日

間程度として

いるのは参考にすぎず、20日 を下回る日数や上回る

日数を定めることや、個々の教諭等ごとに異なる日数

を定めることも可能であること』「教育センター等に

おける研修は、既存の研修を活用することや、一部を

課業期間中に実施することも考えられること、また、

研修を実施する場所についても、教育センター以外も
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考えられること」「教育センターや学校内においては

実施できないような専門的な内容の研修を受講させる

ことが適切であると判断した場合等には、大学 。大学

院等の授業参加を研修と位置付けることや、民間組織

等が開設する研修コース等を活用することも考えられ

るJと した。

紅林伸幸 (2∞3年)は、教育公務委員特例法の一

部改正による十年研修の義務化について、制度化のポ

イントを次の3点に整理している。

・十年目教職経験者に特定された研修が義務として制

度化されたこと。

・当該者ごとの計画書や、個々の能力、適性等に応じ

た資質向上といったかたちで、研修において個人が強

調されていること。

・任命権者による個々の教員を評価することが前提と

されていること。

第 1点目に関して、「教師にとつて最初の十年とい

うのは間違いなく重要な時期である。この時期に、教

師は、この後何年にもわたつて続いていく教職生活の

基盤の部分を作り上げることになるからである」とし、

また「この十年をへたのちに、多くの教師は新しいス

テップに踏み出す。 (中略)自分が一人の教師として

自立することから、教師集団・教員組織の中の責任あ

る役割を自党を持つて果たすことへと、成長の課題が

変わるのであるJと している。さらに、この時期は

「多くの教師にとつて実践の揺らぎの時期として経験

されている。教師になつていく最初の十年間に彼らは

自分の教育実践のスタイルを築いていくが、それに

『 これでよいのだろう力Jと 自間をし、実践の再構築

をはじめるのが、ちようどこの十年目を前後する時期

なのであるJと し、この研修の意義を述べている。

第 2点目に関して、個々の教師のライフコースが多

様化する中、 r研修を必要とする領域や内容を多様イヒ

し個51化するJ必要があるとしている。

第3点 目に関して、本研修の成否は評価の在り方い

かんにかかつているとし、「形成的な評価Jと 「個性

の評価Jが重封こなるとしている。具体的には、 r研

修のための評価は、まぎれもなく形成のための評価で

あり、選別のための評価でも、ランク付けや烙印づけ

の評定でもないJ、 また「個々の教師の個別性や多様

性を、教師のスタンダー ドからの偏差としてではなく、

個性として評価することが必要Jと述べている。

その後、平成 21年度から教員免許状更新講習が始

まり、十年経験者研修参加者の中には、同講習と重複

する者も見られた。教員免許状の更新制の実施に伴い、

平成 20年 11月 に発出された文部科学省通知では、

「況職研修の内容及び日数を精選して実施することが

望まれるJこ と、また十年経験者研修につぃては「例

えば、当腋校外研修の期間を現行の日数から5日 間程

度短縮することも考えられるJと示されている。

文部科学省の「10年経験者研修実施状況調査 (対

象 :都道府県・指定都市・ 中核市)によると、校外研

修・校内研修の実施状況は次の表 1・ 2の通りである。

なお併せて、括弧内に静岡県における十年経験者研修

の実施日数を記した。

表 1 +年経験者研修 (校外研修)の平均日数

上記表 1・ 2から、各学校種において、平成 21年

度に、前年度に比べて、校外研修でマイナス4日 程度、

校内研修でマイナス05日 程度となつている。なお、

静岡県は、平成 22年度において、校外研修でマイナ

ス5日 とした。しかし、校内研修は滅ずることなく、

一貫して20日 としてぃる。

次に文部科学省の「10年経験者研修実施状況 (対

象 :都道府県・指定都市・中核市)から、十年経験者

研修対象者数及びそのうち、同一年度における教員免

許状更新講習の受講対象者数 (幼稚園も含む)につい

て、表 3に掲げる。

中学校 高 等 学

校

特 月1支

援学校

平成 19

年度

17.4日

(18日 )

174 日

(18日 )

176 日

(18日 )

17.7 日

(18日 )

平成 20

年度

17.1 日

(18日 )

17 1  日

(18日 )

17.3 日

(18日 )

17.0 日

(18日 )

平成 21

年度

13.3 日

(18日 )

133 日

(18日 )

13.2 日

(18日 )

131  日

(18日 )

平成 22

年度

12.6 日

(13日 )

12.6 日

(13日 )

126 日

(13日 )

126 日

(13日 )

平成 23

年度

12.5 日

(13日 )

12.5 日

(13日 )

12.5 日

(13日 )

12.5 日

(13日 )

平成 24

年度

12.4 日

(13日 )

12.4 日

(13日 )

12.4 日

(13日 )

12.5 日

(13日 )

表2 +年経験者研修 (校内研修)の平均日数

/Jヽ戦 中学校 高 等 学

校

特 別 支

援学校

平成 19

年度

18.5 日

(20日 )

18.8 日

00日 )

19.0 日

(20日 )

19.0 日

(20日 )

平成 20

年度

18.3 日

(20日 )

18.3 日

(20日 )

18.6 日

00日 )

18.4 日

(20日 )

平成 21

年度

17.7 日

(20日 )

17.8 日

(20日 )

18.1 日

(20日 )

18.0 日

(20日 )

平成 22

年度

175 日

(20日 )

17.5 日

(20日 )

18.1 日

00日 )

17.8 日

(20日 )

平成 23

年度

172 日

(20日 )

17.2 日

(20日 )

173 日

(20日 )

17.9 日

(20日 )

平成 24

年度

17.1 日

(20日 )

17.1  日

(20日 )

177 日

(20日 )

18.1 日

(20日 )
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十年経験者

研修対象者

数

教員免許状

更新講習受

講者

割合

平成 19

年度

14408人

平成 20

年度

12846人

平成 21

年度

11352人 記載なし 記載なし

平成 22

年度

11317A 1468人 記載なし

平成 23

年度

12908人 2247A 18.4%

平成 24

年度

14026人 2720人 202%

に当たつては、

表3 +年経験者研修対象者数と教員免許状更新講

習受講対象者

から受講対象者数を把握していない教育委員会の研修

対象者数を除いている。

3‐ 1‐ 2  +年催磯奢研修の後の中堅敬員対象の

経薔研修

「教職経験者研修実施状況調査結果」 (文部科学省

)により、まず教職員研修全体を積燿してみる。都道

府県・政令指定都市 。中核市における取組状況は次の

表4の通りである。1年 目 (初任納 と 11年目

(十年経験者研修)は法定研修として実塩

降増大しているのは、新規採用教員が増加し、若手教

員の育成が課題になつていることが要因として考えら

れる。一方、 r15年目～Jと 「211年目～1の段階の

研修は、平成 21年度に減少した。その背景には同年

度から教員免許更新静習が始まったことが考えられる。

静岡県では、全国的な動向と同じく、初任者研修の

後の着手教員研修として、「2年次研修」が平成 25

年度から始まつた。 (特別支援学校は平成 24年度か

ら実施)また、「5年経験者研修」が 6年目の教員を

対象として行われている。「20年目～」に該当する

研修として、51歳以上の教員を対象とする「熟練の

技伝授研修J(希望研修)が、「経験豊かな教職員に

求められる資質能力を高めるとともに、若手教職員ヘ

の指導力の向上を図る」■とを目的として平成 24年

度から始まつた。中堅教員対象の研修として、「マネ

ジメント研修」 (推薦研修)力ζ行われているが、参加

者の経験年数段階は「15年目～」と r20年目～」の

両方に鏃当する。

次に、十年経験者研修の後の悉皆研修 (対象は教

論)について、「平成 25年度版 都道府県等セン

ター情報」 蝕 立行政法人 教員研修センター)Jを
基にまとめた結果は次の通りである。この調査は、都

道府県・指定都市 。中核市教育 (研修)セ ンター

(110団体)を対象とするものである。

教職 15年目裁いは16年目の教員を対象とした悉皆

研修、教職 20年目裁いは21年 目の教員を対象とした

恐皆研修、40歳前後等の年齢指定の悉皆研修等、

様々な形で実施しており、餞当は 16県=払 0%(47
分の 16b、 23市=36.5%(63分 の 23p、 併せて 39

県市=36.4%(110分の 39pでぁる。16県 。23市の

詳細は次の表5の通りである。

表5 +年経験者研修の後の悉皆研修の実施 (平

成 25年度)

二方、静田県内の市町で実施されている中堅教員を

対象とする悉皆研修については、静岡大学教職大学院

生村精潤が平成 26年に行つた電話調査によると、33

市町 (政令指定都市を除く)中、4市において、40

歳から 42歳の中堅教員を対象として、悉皆研修が行

われている。なお、推薦研修は、311代から40代の教
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表4 各経験年数段階における研修の実施状況>
県 市

数

2 年

目～

5年
目～

12年

目～

15年

目～

20年

目～

平 成

19年

度

99 34 93 2 22

平 成

20年
度

103 38 94 3 30

平 成

21年
度

lC16 52 94 5 23

平 成

22年

度

106 56 90 8 24

成

午

平

２３

度

107 59 90 5 25

県16 宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉

県、神奈川県、山梨県、石川県、富山県、

兵庫県、岡山県、山口県、香川県、大分

県、長崎県、沖縄県

市23 札幌市、秋田市、仙台市、いわき市、宇都

富市、前橘市、高崎市、千葉市、船橋市、

川越市、川崎市、横浜市、横須賀市、富山

市、金沢市、西富市、JE路市、神戸市、岡

山市、広島市、高松市、大分市、熊本市

「2年目～」の段階における研修が平成 21年度以
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員を対象に4市・2地区で行われている。

また、平成 26年 4月 から6月 に、静岡大学教育学

研究科附属教員養成 。研修高度化センターが行つた

「教育委員会と大学における教員養成・研修に関する

調査」 (政青長人の関き取り。アンケー トの自由記

述)から、教員の人材養成のニーズを、若手 。中堅・

ベテランに分けて分析した。その結果は次の表6の通

りであつた。

表6 静岡県内の市町教育長への開き取り (教員の人

静岡県内の市町においても、中堅教員の人材養成が

当面する課題であることが確認できた。

十年経験者研修の在り方を考察するに当たっては、

上述の同研修の後の中堅教員研修も視野に入れて考え

る必要がある。

3‐ 2 薇冑曇員会 (教宙センターを含む)と大学

との連携

3‐ 2‐ 1  これまでの経緯 (目係答申等)

教育職員姜成審議会 (現中央教育審議会教員養成部

会)は、第二次答申「菱成と採用 。研修との連携の円

滑化について」 (1999年 12月 )において、次の提言

を行つた。

教員姜成を行つている大学と教育委員会・学校等と

の連携において、これまで教員の採用選考方法や大学

院における現職教員のためのカリキュラム等について

の情報交換が行われてきたが、大学学部や大学院にお

けるカリキュラムを学校側のニーズを踏まえたものに

改善すること、教育委員会が教員研修の実施等におい

て大学の力を活用することなどについて、十分な成果

をあげてきたとはいいがたい状況にある。

それゆえ今後は、大学と教育委員会等の間で、組織

的に継競的に相互交流を含めた体制づくりを図ること

の必要性、大学と教育委員会との連携のための協議会

等については、従来の情報交換を中心とした連携をさ

らに進めて、政員の養成 。採用 。研修の改善を図るた

めの具体策を策定 。実施する取り組みを通じて、一層

連携を推進する方策を検討する必要性等を指摘した。

連携の具体的方策として、6領域・25方策を掲げた。

6領域は次の通りである。

① 大学が学校のニーズに応える教員養成を行う

② 教員を希望する学生を学校に受け入れる

O 大学との連携により教員採用試験を改善する

O 大学との連携により教員研修を充実する

⑤ 大学が学校のカリキュラム開発等に協力する

⑥ 具体的な連携の実現を可能とする組織的・継続的

な体制づくり

これを受けて文部科学省初等中等教育局教職員課に

設置された調査研究協力者会議は報告「教員養成等に

おける大学と教育委員会の連携の促進に向けて一手を

結ぼう、大学・学校・教育委員会」 (2001年 8月 )

において、これまで疎遠であつた大学と教育委員会が

連携・協力すべきと打ち出した。同報告書では、具体

的な連携方策が、6つめ観点から提言されている。

さらに国立の教員養成系大学 。学部の在り方に関す

る懇議会 r報告」 (2001年 11月 )では、教育系大学

の生き残りをかけた連携活動と教員菱成を、大学のみ

に託すのではなく、学校や敷清委員会の要求に対応さ

せて、改善の方向性が示された。

このような中、大学と学校・教育委員会が組織的に

連携して、「連携協定書」を締結し、多様な事業を展

開するようになった。1997年 には、岐阜大学と岐阜

県教育委員会が連携し、2KIKlll年には岡山大学と岡山

県教育委員会が連携を始めた
`その後、文部科学省の「資質の高い教員養成推進プ

ログラム」 (2∞5年度から)「専門職大学院等にお

ける高度専門職藤人姜成教育推進プログラムJ Oo08
年度から)が、大学と教育委員会の連携を重要な選定

条件としたこと、また教職大学院の設置 。運営におい

て、両者の連携強化を不可欠な条件としていたこと等

により、教職大学院を中心に、大学と教育委員会の連

携が活性化してきた。

静岡県内の教職大学院は、平成 20年 ●X18年)度
に常業大学に開設され、翌平成 21年 (2009年)度に

静岡大学に開設された。

現在、各地において、教育委員会と大学との間で人

事交流が行われている。教職大学院では、実務家教員

として教育委員会から退職者の採用や任期付き採用に

よる現職の出向が進められている。今後は、大学職員

の教育委員会事務局等への出向が行われると、連携が

一層強化されると考える。

中央教育審議会答申「教職生活の全体を通した教員

の資質能力の総合的な向上方策についてJ(2012年
8月 )においては、教員免許の「修士レベル化」を中

心に据えつつ、菱成から採用、研修、管理職の段階ま

でをトータルな体系的システムとして構築する必要が

あるという考えが示されているが、教育委員会・学校

との連携・協働による高度イヒがポイントとなつている。

国の第 2期教育振興基本計画 (平成 25年 6月 )に、

大学と教育委員会の連携強化の規定があり、同年日立

大学改革の方針や方策をまとめた「国立大学改革プラ

ンJに も、大学と教育委員会の連携強化の記述がある。

静岡県の教育振興基本計画である rr有徳の人」づ

くリアクションプランJ(平成 23年 3月 )や「静岡

県敷職員研修指針」 (平成 23年 3月 )においても、

材養成のニーズ)

着手 35市町のうち、11市町 (3分の 1弱 )

中堅 35市町のうち、19市町 (2分の 1動
ベテラン 35市町のうち、 5市町 (7分の 1)
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大学と教育委員会の連携・協働について示されており、

「指針」では
'教

員の養成段階 。採用段階・現職段階

における資質・能力の向上を図るために、教朧大学院

におけるカリキュラムや方策等について、大学と県教

育委員会の間で情報の共有化を図る。また、大学にお

ける効果的な免許状更新プログラムや講習方法等につ

いても情報の共有化を図る。J等の記述がされている。

3‐ 2‐ 2  これまその研究と研修闘速の取組

大学と教育委員会の連携については、連携の枠組み

や成果と問題点について研究的な視点から検討した論

考はきわめて少ないが、大路康弘が中心となり、雑誌

「教職研修Jで、2●19年 9月 号から2011年 3月 号ま

で19回、「大学と教育委員会のパートナーシップ」

と題する連載が行われた

大脇は、第 1回の「大学と教育委員会の連携動向J、

において、この連載は、「大学と教育委員会の連携の

意味・内容・方法・形態、組織間関係、成果と課題に

ついて実践的研究の視点から考察し、今後の連携の可

能性と問題点を明ら力■こしようとする試みJであると

述べている。

上述した、大学と教育委員会の連携方策については、

一般的傾向をみると、主として大学の権限である①と

②は相当程度具体化されてきた。それに対して、主と

して教育委員会の権限である③とOでは目立った動き

はみられない。また、④と⑥は部分的に導入されてい

るが、大きな動きとはなつていない、としている。

大脇が連載3回の「大学と教育委員会のパートナー

シップJ(「教職研修J2009年 11月 号)で示した、

大学と教育委員会の連携の下記レベルについては、そ

の後多くの研究者が活用している。

・ レ
'0:職

・ レベル 1:個人的協力

・ レベル 2:組織的・一方的協力

・ レベル 3:組織的 `調整的協力

・ レベル4:組織的協働

服部晃は、連載第 4回「大学と教育委員会の連携を

つくる1)で、大脇の示した 4レベルを踏まえ、「レ

ベル 3以上をめざすにはどのようにすればよい力■ に

ついて論じている。

「二〇年間岐阜県教育委員会に勤務した筆者の経験

では、この連携への動機となる必要性が教育委員会か

ら生じた場合には意外と順調に進み、逆にその動機と

なる必要性が大学から生じた場合には、あちこちで障

害に突き当たることが多くなる」との指摘は、関係者

の共通の思いと推察される。また、「大学と教育委員

会との連携が一気に進展する r要」となったのが、教

育センターの存在である」との指摘は注目される。

「教育センターは学校の教育現場と教育委員会の教

育行政から “ほどよい"位置関係にあり、この位置関

係が大学の教育研究者にとって適切なパートナーシッ

プのもとに、協働で活動を行うのにきわめて好都合で

ある」としている。岐阜大学教育学部のほとんどの教

員が岐阜県教育委員会で実施する教員研修に各専門分

野の講座を開くとともに、教育センターの指導主事等

との協働による研究推進が報告されている。

中留武昭は、連載19(最終)口の「大学と教育委

員会のパートナーシップの将来Jにおいて、「本連載

の教職大学院での先進事例 (大阪教育・兵庫教育・福

井・鳴門教育・岡山大学等)に見られるように、早く

もレベル3や 4にまで至っているケースもみられるJ

としているが、同時に、担当者の異動等、連携の経続

性が確保できないケースになることもありうると警鐘

を鳴らしている。また、中留も教育センターが大学と

教委の連携を活性化する上で重要な存在となると指摘

している。

研修関連の取組については、大阪府教育大学が大阪

府教育委員会 。大阪市教育委員会と連携協定書を締結

し、10年経験者研修を実施している。

千々布敏也 (2010年)は、十年経験者研修につい

ては、多くの都道府県が研修の一部を大学に委託して

いたが、免許更新静習の実施に伴い、大学が 10年経

験者研修への協力を断る傾向にある。平成 21年度は、

教員免許更新講習の開始年度であり、連携県市が減少

したと分析 している。それは、表 5の r十年経験者研

修実施状況調査結果J(文部科学省)からもわかる。

連携の中身は、「講師派遣・研修蒻材等の作成Jや
「講座等を利用した専門的研修の活用Jが中心で

'研
修内容の企画・立案」等は、1割に満たず大変少ない。

表7 「十年経螂 実施状況調査結果J(主なも

のを掲柳

平

成

年

度

県

市

数

連携 して

いる

講 師 派

遣・ 研修

教材 等の

徹

講座 等を

利用 した

専門的研

修の活用

19 99 75(7風 80 41(41.4%) 47(47.輸

20 103 7704.錨 ) 43(41.つ 47(45.0‰

21 105 67(63.鑑) 37(35." 35(33.3bl

106 6965.1" 49“6.豹 31(29.鋤

23 107 67(62.的 55(51.0 25(23.411

24 108 67(62.0%) 50(46." 26(24.1つ

山綺保寿 ,島田桂吾・山口久芳 (2014年)は、静

岡大学と静岡県総合教育センターによる研修関連の共

同研究についてまとめている。

独立行政法人教員研修センターの委嘱を契機として、

平成 24年度、 1撮 研修モデルカリキュラ■開発プ

ログラムJを実施し、静岡大墾 大学院と静岡県総

1%
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合教育センターとの連携による教員研修プログラムの

高度化及び現職教員向けの研修教材を開発した。平成

25年度も継続して、「教育センターと教職大学院と

の連携による学校改革力育成プログラムJと して委嘱

されたことから、前年度に開発した研修拳材を核とし

て、教職大学院の現職腺生と教育センターの指導主事

が相互に授業・講座を受講・指導しつつ、継続的にカ

リキュラム開発を進めた。その中で、教職大学院授業
「新学習指導要領とカリキュラム経営」においては、

教務主任研修等を想定した現職教員向け研修で活用す

るための研修教材が作成された。教員養成の高度イヒに

向けて、活用が期待される内容である。

今後の課題として、教員姜成の高度化を推進するた

めには、教職大学院と教育センターが連携して教員研

修の在り方について様々な可能性を検討していく必要

があること、また連携の組織の必要性等を掲げている。

3‐ 2‐ 3  静田県における教育晏員会と大学の連

携組織とその活動状況

教育委員会と大学との連携組織としては、静岡県の

場合、「静岡県教育委員会と大学等との連携推進連絡

会」の下、具体的な課題を検討する組織として「教職

員研修検討委員会」と r教職大学院検討委員会J等が

設けられている。

中央教育審議会答申「これからの教員の資質能力の

在り方についてJ(平成 27年 12月 )において設置が

提言されている「教員育成協議会 (仮称)Jは、静岡

県の場合、上記連絡会が相当の組織となると考える。

その際、連絡会の下に養成、採用、研修等の各部会を

設けて、個別の課題を検討し、連絡会において教員育

成指標等をとりまとめるシステムが求められる。

「教職員研修検討委員会Jは、平成 20年度に「教

職員研修において講義等が可能な大学教員等の一覧J

を作成して以降開催されておらず、休止状態であるの

で、活動が再開されることになる。

このような形で、教員のを成・採用・研修を一体的

に検討すると共に、教員免許の高度化に向けた諸課題

を総合的に検討するため、既存の組織を新たなステー

ジに向けて再編することを提言する。

3・ 3 +年経験者研修の運営に関する先行研究及び

先行実践

3‐ 3‐ 1  研究者の先行研究

研究者の研究については、十年経験者研修参加者

の意識や力量形成に関する内容が主で、研修の運営

に関する研究は少ない。

山崎保寿と原沢浩 (2004年 )が、十年研の教員の

研修に関するニーズについて考察している。 5都県

の小学校 (各 20校)。 中学校 (各 10校)の、経験

8、 9、 10年の教員を対象とする調査に基づく研究で

ある。その中で、4つの観点 (「学校・学年・学級

経営J、 「教科 。道徳・特別活動J、 「総合的な学

習J、 「自由記述J)から教員の研修二=ズを明ら

かにしている。十年経験者研修が、平成 15年度から

実施されていることを踏まえ、研修運営の前提とな

る基礎資料を提供した点に意義がある。

自井 博等 (2005年・2006年 。2007年)は、札幌

市の十年経験者研修の教師を対象とするアンケートを

通して、教師の指導の力量についての考え方や十年経

験者研修の評価等について研究している。

これらの研究の中で、研修運営面については、2006

年の研究が注目される。上述のアンケート調査を基に、
十年経験者研修の具体的な取り組み状況やいろいろな

領城の研修の評価、自由記述について分析している。

研修の実効性を強化するためには、勤務校で全体と

して 10年研修をどのように位置付けているか、特に

校長が全員に対してその意義を明確に説明しているこ

とが極めて重要であることを明ら力ヽ こした。また、教

員のニーズに合っていない講座が多いという不満が比

較的多なつたことから、共通研修として今日の学校が

直面している経営上の諸問題 (危機管理、特別支援教

育など)の必修化を提言している。また 10年 目とい

う区切りの弾力化の検討、たとえば、前後の 2,3年
も含めて総単位制を取ることも考慮の余地があるとし

ている。この内容は、中教審答申 (平成 27年 12

月)の提首を先取りするものである。

さらに教師の研修プログラムに対する不満は、すぐ

に役立つかどうかで評価しやすいことからくることが

多いように見えるが、優れた実践力を有する教師は、

広く深い学問的な知識を重視しており、それが子ども

の反応を解釈して、対応することを可能にする思考に

寄与することから、教師のニーズに応えることが、表

面的なニーズに迎合することであってはならないとし

ている。その意味で、あらためて教師の力量形成につ

いて根源的な問いかけの必要性を述べている。

今津孝次郎 (2009年 )は、教員免許更新制につい

て大学と教育センターが互いの強みを発揮しながら弱

みをカバーし合うための連携を進め、教員免許更新講

習の新たな形態を提案している。具体的には、多様な

講座を大学と教育センターが協働 して開講し、夏季な

どの集中実施方式ではなく、多忙な教員が勤務の合間

に自分のニーズに応じて講座を選択できる方式とする。

また、現行の十年経験者研修については、一年間に

20日 。1日 、6時間として、年間 120時間。それを期

間は 3年間に延ばし、時間数は半分の 60時間にする。

内容面は、参加型講座を積極的に組み込み、座学中心

の更新講習を十年経験者研修の形態に近づける。十年

経験者研修は、更新講習と内容的にも重なるので、発

展的に解消する。実質的には、十年経験者研修を 35

歳時の更新講習に充てることを提案している。
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同様に、各地の教育センターで実施され始めている

20年目研修も、45歳時の更新講習に充てる。また、

非管理職系教員キャリアの資質能力向上を図るものと

して、∞ 年目研修を、55歳時の更新講習として実施

することを提案している。

3‐ 3-2 椰道府県致青センターの先行研究・奥餞

朝

次に、研修の実施機関である2」t育センター自身の研

究について見ると、早くは奈良県立教育研究所 0005

年)がある。平成 15年度及び 16年度、 r活用度Jと

いう視点で、研修員に対してアンケー ト調査を行い、

教員のライフステージ及び職鶴発達の観点から10年

経験者研修の在り方について考察している。具体的に 1

は、研修内容や開催時期等、10年経験者研修の課題

と改善点を明らかにしたものである。

「研修内容については、ほとんどの教員は何らかの

形で活用できると考えているが、校外研修の日数や

開催時期については、満足していないのが実状であ

る。Jと分析している。「研修を実施する側として

は、該当者に、共通研修などで本研修の趣旨や意義

を理解させることができるかどうか、法定研修であ

るから受講させられている姿勢から、この10年間を

振 り返えらせるとともに、今後のライフステージ

(Ш期以降)を視野に入れて「今後、何をすべきで

あるかJを考えさせう研修内容を設けるなど改善点

も多い。その他、選択研修を充実させるかどうかで、

受講に望む姿勢も変わつてくると考える。」として

いる。十年経験者研修がスター トした頃の、研修実

施機関の研究状況がうかがわれる。

和歌山県教育センター学びの丘 (2013・ 2014年 )

は、十年経験者研修の内容の改善及びその実践報告を

行つている。十年年経験者研修について、平成 23年

度から内容等を変更し実施している。変更点は二つ。

一つは、ミドルリーダーとしての力量向上に主眼を置

いたこと。もう●つは、若手教員に対してメンターと

しての自党を促すことである。変更の背景として、教

員の大量退職・大量採用:こ伴い、着手教員の比率が急

激に高まるが、10年経験者研修の対象となる中堅教

員の比率は低くなること、それに伴い、ベテラン教員

の教育実践の経験値の経承が困難になることがあつた。

そこで、10年経験者を、優れた教育実践力を継承し、

それらを着手教員に伝えられるミドルリーダーとして

育成できるように改善を図つた。

具体的には、校外研修での学びを校内に選元するた

めに、校内研修会運営の実践研修を校外研修で行つて

いることが注目される。校外研修に模擬校内研修を取

り入れ、指導主事が校内でのメンターやフアシリテー

ターのモデルを示すようにした。対象教員は、共通研

修で学んだ、生徒指導・危機対応・授業改善から一つ

を選び、所属校でファシリテーターとして校内研修会

を行う。実施後に、報告書を作成し、共通研修の場で

発表を行うものである。対象教員に行つた、アンケー

トによると、「校内研修会の企画・運営に携わるこ

と」「学校組織マネジメントに関わる中堅教員として

の役割」『校内研修における運営や協議の手法」等の

数値が上がつており、10年経験者研修の成果がうか

がわれる。なお、10年経験者研修を 2年間に分けて

実施している点も、和歌山県の特色である」

平成 23年度からの 3年間の取組を振り返り、「対

象教員が 10年の経験を省察し、11年目以降のキャリ

アを自己と組織の画面から捉える機会は、教員として

のキャリア発達の節目を支える意味においても重要で

ある。学校改善に参画する意欲をもつたミドル リー

ダーの育成が、和歌山県教育の充実を形づくるものと

考えているJと まとめている。

熊本県立教育センター (η14)も 、リニューアルに

よる十年経験者研修の実践報告である。

熊本県教育委員会は、平成 25年度、研修体系をリ

ニユーアルし、各経験期に応じた特色ある研修を実施

している。10年経験者研修については、学校のミド

ルリーダー、着手教員のメンターとしての能力の育成

を図つている。具体的には、研修と実践の関連強化を

図るため、理論と実践をつなぐ省察モデルの導入、実

践と研修を往退するツールとしての eラーニングの活

用t協働型研修 (ワークショップ等)の導入の3つの

取組を行つた。

第一の省察モデルは、武蔵大学 (武田信子教授)と

熊本県教育委員会の連携・協働で研修カリキュラムの

開発を行つたものである。 (「平成 25年度教員研修

モデルカリキュラム開発プログラムJ(独立行政法人

教員研修センター)を利用してのカリキュラム開発)

教師が実践を振り返る中で、自己の課題に気付き、そ

の解決につながる選択肢を拡大するために教育理論等

を活用して、再度実践に臨む改善サイクルである。

第二の eラーニングの活用は、自作教材等をイン

ターネット上で共有する「教材等共有システム」を運

用し、SNSを oラーニングに活用したものである。

各研修者に共通する課題をグループの課題として設定

することで、各研修者の実践の成果を共有し、取組の

参考にすることができる。Eラーニング研修を校外研

修の 1自 分として設定している。

第二の協働型研修は、教員が協力して考え、課題解

決を図る手法を実践的に学ぶために、ワークショップ

を各研修に採り入れた。研修者の所属校でのメンター

としての役割の発揮や同僚職員と共に資質や専門的能

力を高め合う意識の高場をねらつたものである。

「実践との往選Jに留意し、研修の改善に取り組ん

だ結果、研修後に実適したアンケー トでは、研修に対

する評価が全体的に向上したことを確認している。
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「中堅教員を着手教員のメンターとして継続的に育成

することで、各学校のOJT推進及び活性化につなげて

もらうJ「校内研修等と運動させながら学校全体の教

育力向上に役立ててもらうJこ とを計画している。

金森 誠 (2014年)では、十年経験者研修の対象

者が他の経年研修に参加する、研修のコラボレーショ

ンの実践報告がなされている。福井県教育研究所が平

成 25年度に実施した初任者研修 (3年間で実Ю に

おいて、10年経験者研修対象者等が参加するクロス

セッションの方式がとられ、3回実施した報告である。

初回 (8月 )は、初任者と十年経験者が参加 した。

テーマは「10年後の教師像」。十年経験者は「10年

間を振り返つてJと題するレポ‐ 卜を持参する。夢を

語る初任者と、現実を振り返る十年経験者の組み合わ

せで実施した。2回 (H月 )は初任者と3年目と十年

経験者が参カロした。各自、授業、生徒指導、学級経営

等で苦労した事例を語り合つた。所員が進行役及び助

言者として参カロした。その際、十年経験者には、次の

回では進行役を担当する旨の連絡をしておき、所員の

進行等をから学ぶという課題を与えておいた。3回

(2月 )は、2年目教員、5年経験者及び十年経験者

が参カロした。テーマは授業実践についてで、上述した

ように十年経験者が進行役を務めた。

1回 目の「10年後の教師像」が好評で、「「初々し

かつた頃を思い出す。J「着手があんなにがんばって

いるのだから自分もしつかりしなければ・・J等の声

が数多く聞かれたということである。「クロスセッ

シヨン導入前の 10経年では、やらされ感を前面に出

した受講風景、やや熱意にかける態度等々の問題点が

見られたが、今は後輩の前で無様な姿は見せられない

との思いからか、受付時点から姿勢が違うように見え

る」と、主催者として分析している。

最後に、静岡県教育委員会が実施している 10年経

験者研修 (校外研修 イヽ中学校)の近年の実慮状況に

ついて見るため、平成 27年度の内容等を表 6に掲げ

た。これらのうち、総合教育センターが主催している

のは第 2・ 3・ 4回と選択研修である。第 1回の主催

は、教育事務所である。

表6 静岡県教育委員会の十年疑融者研修 (校外研

修 小中学校)

回 期 日 日致 研修の内容等

1 6月 1日 関講式

2 6 月

(1ヽ )

7月

(中 )

2泊 3

日

これからの学校教育と

教職員に求められるも

の、学校経営における

ミ ドル リー ダーの役

割、教育の情報化、人

権教育、教職員のメン

「平成 27年度 研修ガイドプックJ

育センター)を基に作成

(静岡県総合教

平成 21年度までは、総合教育センターの『研修ガ

イドプック』には、センター,実施する研修のみを掲

載していたが、平成 22年度からは、教育事務所主催

の研修 (第 1回)も含め、全体の内容を掲げるように

なつた。総合教育センターと教育事務所の研修で、
「10年の振り返りJの内容が重複するなどがあつた

ことから、平成 25年度からは、研修内容について相

互の連携を図り、十年

―

全体としてのまとま

りに留意して実施している。

また、平成 24年度まで無かった生徒指導に関する

研修を加え、センター内部においても各担当部署の連

携を図り、内容の充実に努めた。

さらに、50代の教員 (「熟練の技伝授研修」の参

加者)をグループワークに含めることとした。他県

(福井県の取組については上述した)でも見られる研

修のコラボ、クロスセッションである。

これらの結果、センター主催研修に関するアンケー

トによると、研修員の研修満足度は大幅に向上した。

十年経験者研修 (校外研修)の内容はt教育の各分

野について、講演や講義を開くだけではなく、演習や

グループワーク等、参加・体験型のメニューもあり、

また各自のニーズに応じて選ぶことができる選択研修

も設けられている。さらに、社会体験研修や異学校種

体験研修等も含まれており、工夫が見られる。

タルヘルス、特別支援

教育、生徒指導、キャ

リア教育、教育相談、

グループワーク (lo年

の振り返り)等
3 9月 1泊 2

日

[教科等別研修](次
の教科等から1つ幽

(71ヽ学嗜支)

国語、社会、算数

理科、音楽、国工

家庭、体育、生活

(中学校)

国語、社会、数学、

理科、外国語 (英語)

音楽、美術、技術、

家庭、保健体青

4 11月 1日 教科等別研修、グルー

プワーク (今後の目指

す教師像)、 閉酵式

選

択

6月

～2月

1日 希望研修から 1つ選択

(注 ) 、異校種研修等 5日
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以上より、10年経験者研修参加者にとつて、有益

な内容となつていると考えられる。

4 +年糧腱者研修の今後の展望

中堅教員の入リロに位置する十年経験者には、ミド

ルリーダーとしての資質能力を身に付けることが求め

られており、中堅層が薄い現下の状況では、ますます

その重要性が高まつている。従つて、今後も、無

験 11年目での実施が望ましい。更新講習との統合は、

両者の目的が異なることから、当面は困難であると考

える。むしろ両者を合わせて、中堅教員に求められる

資質能力が育成される方向で、制度設計するのがよしヽ

なおBll案 として、更新講習との重複を避けるために、

35才と 46才の更新講習の中間として、攀 15

年研修を悉皆で実施することも一考に値する。

いずれの場合も、内容については、ミドルリーダー

の役割を中心に、一月の充実を図る必要がある。その

際、教員免許状更新講習との差異化が求められる。日

数については、中堅教員の多忙な状況に鑑み、削減し

て実施するのがよいと考える。

方法については、講義形式ではなく、グループワー

クや演習を多く取り入れた参カロ体験型の研修が望まし

い。また、先行実践で述べたように、既に実施されて

いる所もあるが、ベテラン世代の指導の技を中堅教員

に伝授する意味で、ベテラン教員が十

―

修の

グループワークに参カロするなど、研修のコラボレー

ションを一層進めたい。

運営に関しては、教員の養成、採用、研修を、教育

委員会と大学が連携して進めることが求められている

ことから、研修の企画・運営を、教育センターと大学

が連携して行うことが求められる。

その際、中散審答申「教壌生活の全体を通じた教員

の資質能力の総合的な向上方策について (答申)」

(平成 24年 8月 )が提起した学士レベルの「
―

許状 (仮称)J取得後、「一般免許状 (仮称)をJ取

得するに当たつての単位と認定することが望まれる。

当面は、専修免許状取得の単位とすることがよい。

教育センターと大学が連携して運営を行うに当たり、

中教審の rこれからの学校教育を担う教員の資質能力

の向上について (答申)J(平成 27年 12月 )が述べ

ている「教員育成協議会 嚇 )」 の設置が求められ、

静岡県では、上述したとおり既存組織の再編が必要と

考える。

教員育成協議会 (仮称)では、教員育成指標や研修

指針の策定が行われる。教職生活全体を通じた職能成

長を図るため、各種歌段階において、教員として必要

な資質能力を明らかにするとともに、そのために必要

な研修体系の策定が進められる。従つて、初任研、5

年研、10年研等の現職研修について、あらためて研

修の内容や方法等について
'デ

ザインが求められる。

その際、教員免許状更新講習との棲み分けや教員の資

質能力の高度化に留意し、総合的に検討することが必

要である。

また、教員育成協議会 〈仮称)の運営は、静田県の

場合、県教育委員会事務局の教職員研修担当課の統轄

の下、研修実饉機関である総合教育センターが中心的

な役割を果たすことになると考えられる。一方、同協

議会は、学校や教員養成大学等も構成員として求めら

れている。上記の教員育成指標には、教員菱成段階も

含まれるので、教員菱成はもちろんのこと、教員研修

も担い、教員の資―
の高度化を図る教職大学院を

備えた静田大学としても、教員の養成、採用、研修を

一体的にとらえ、積極的に参画していくことが課題で

ある。

5.まとめ

本研究の成果として、次の点を上げることができる。

第一に、十年経験者研修をはじめとする中堅教員を

対象とする悉皆研修の変遅について明らかにした。

第二に、教員研修における教育委員会 (教育セン

ターを含む)と大学との連携について、変遷と課題に

を明らかにすることができた。その中で、静岡県教育

委員会 (教育センターを含む)と 大学との連機 に

ついて、開設の新たな在り方を提言した:

第二に、十年経験者研修の先行研究と先行実践を振

り返り、近年の改善状況を明らかにするとともに、今

後の望ましい方向性を示すことができた。

今後の課題としては、研修員の二=ズ把握が挙げら

れる。十年経験者研修の草創期において、研修員の

ニーズ調査が行われていたが、十

―

の在り

方が課題となつている折から、あらためて当該教員の

ニーズを把握することが必要となつている。具体的に

は、中堅議員が求ゅる知繊や力量、榛外研修の在り方、

十年経験者研修と更新常涸の望ましい在り方、十年経

験者研修の後の研修の在り方等にっいて十年経験者研

修参加者等への調査を実施するとよい。

なお、■の課題に関しては、即積として、三ッ谷二

善・伊田勝憲・島田桂吾・山綺保寿「研修参加者から

見た十年経験者研修の今後の在り方に関する研究二教

員免許状更新講習との関係を見据えて一J(r静岡大

学教育研究』第 12号 2016年 3月 )で考察したこと

を付記する。

I引用文献】

1.千 布々敏也「経験者研修の現状OJ(『輝刊教育

資料』2010年 10月 18日 号)

2. 千々布敏也「経験者研修の現状⑤J(『週刊教

育資料』2010年 10月 25日 号)

3.紅林仲幸「中堅教員の生きがいに向けての十年研

162



十年経験者研修のこれまでと今後の展望に関する研究

修ヘー「教育的J研修システムの確立を求めて    へ取り入れて―J(福井大学『教師教育研究』
―J(『教育展劇 2003年 12月 号)          vol.7 2014年 6月 )

4.村綸潤 rrチームとしての学校Jを支える中堅教  20. 三ッ谷二善。伊田勝憲・島田桂吾・山疇保寿
員の資質や能力J(『静岡大学教職大学院 2014    「研修参加者から見た十年経験者研修の今後の在

年度成果報告書』 平成 27年 3月 )          り方に関する研究―教員免許状更新静習との関係
5 文部科学省初等中等教育局教職員課「教員養成等    を見据えて一J(『静岡大学教育研究』第 12号

における大学と教育委員会の連携の在り方に関す    2016年 3月 )

る調査研究報告書概要J(『文部科学時報』平成

13年 10月 号)

6.中留武昭「大学と教育委員会のパートナーシップ

の将来J(『教職研修』2011年 3月 号)

7.千 布々敏也「横浜国立大学と教育委員会の連携J

(『週刊教育資料』2007年 7月 23日 罰

8.静岡県教育委員会『静岡県教職員研修指針』 (平

成 23年 3月 )

9,大脇康弘「大学と教育委員会の連携動向J(「教

職研修」2009年 9月 号)、 同「大学と教育委員

会のパートナーシップ」 (『教職研修』21X19年

11月 号)

10.服部晃「大学と教育委員会の連携をつくる」

(『柳脚綺|』 2111D年 12月 号 )

11.中留武昭「大学と教育委員会のパートナーシッ

プの将来」 (『教職研修』2011年 3月 号)

12.山疇保寿・島田桂吾・山口久芳「教職大学院を活

用した教員研修に関する研究二教育センターと教

職大学院が連携した教員研修の高度化一」 (『静

田大学教育研究』第 10号 (2014年 3月 )所収)

13.山疇保寿。原沢浩 rlo年経験者研修における教

員の研修ニーズに関する研究J(『信州大学教育

学部紀要』第 112号 平成 16年 8月 )

14.自井 博・秋山晴人・齋藤昇―・阿部宏行・松村

聡・檜田英樹「教員 10年経験者研修の評価研

究 :参加者の視点から」 (『北海道教育大学教育

実践総合センター紀要』第7号 2006年 3月 )

15,今津孝次郎『教員免許更新制を問う』 錯波書店

2009年)       。
16 奈良県立県教育研究所 梅野満雄 「10年経験者

研修の在り方について一教員の職能成長の視点か

ら一J(『奈良県立教育研究所紀要』第 12号

平成 17年 3月 )

17 和歌山県教育センター学びの丘 楠 義隆「学校

改善に参画する意欲を生み出す 10年経験者研修

―ミドルとしてのリーダーシップとメンタリング

を通して一J(上・下)(『週刊教育資料』2013

年 12月 23日 号・2014年 1月 27日 号)

18.熊本県立教育センター「実践との往還で学びを深

める経験者研修 5年経験者研修・10年経験者研

修」 (『中等教育資料』平成26年 4月 号)

19.金森 誠「生涯にわたる力量形成を支援するため

の研修体制の確立―教職大学院の学びを研修講座

1“


